
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

一

自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
等
を
表
示
す
る
保
管
場
所
標
章
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
六
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


